
資料１

学童クラブにおける利用者負担について 

（令和４年 放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の実施状況調査（毎年５月１日時点）） 

 

n 学童クラブの利用者負担については、９６．７％のクラブが利用料徴収を実施している。 

n 学童クラブに係る利用者負担については、月額 4,000 円～6,000 円に最も多く分布しており、

その割合は２７．５％となっている。 

n 利用料を徴収している市町村の多くが利用料の減免措置を実施しており、その割合は８６．８％と

なっている。 

 

【クラブ数、支援の単位数、利用定員数、登録児童数、実施市町村数及び実施小学校区数の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後児童クラブにおける利用料の徴収等の状況　（か所）】 

 

 

 

 

【放課後児童クラブにおける月額利用料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後児童クラブにおける利用料の減免等の状況（か所）】 


